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内
閣
機
能
強
化
の

必
要
性

昨
今
の
国
家
目
標
の
複
雑
化
や
内
外

の
環
境
変
化
の
激
化
な
ど
を
背
景
に
、

行
政
全
体
の
戦
略
性
・
総
合
性
を
確
保

し
、
機
動
的
か
つ
迅
速
な
意
思
決
定
が

で
き
る
よ
う
、
内
閣
及
び
内
閣
総
理
大

臣
の
国
政
運
営
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
を
高
め
る
た
め
の
仕
組
み
を
整
備

す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
に
な
っ
て
い

ま
す
。

そ
こ
で
、
今
回
の
中
央
省
庁
等
改
革

関
連
法
律
等
の
う
ち
、「
内
閣
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
」「
内
閣
府
設
置

法
」
な
ど
に
お
い
て
、
内
閣
機
能
強
化

の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
ま
す
。

内
閣
法
の
一
部
改
正
及
び

関
連
措
置

（１）
国
民
主
権
の
理
念
の
明
確
化

第
二
次
橋
本
内
閣
に
お
け
る
行
政
改

革
会
議
「
最
終
報
告
」
で
は
、
今
般
の

行
政
改
革
の
目
標
は
「
こ
の
国
の
か
た

ち
」
を
再
構
築
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ

れ
は
「
行
政
」
の
改
革
で
あ
る
と
同
時

に
、「
わ
れ
わ
れ
国
民
」
自
身
の
在
り

方
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
国
民
が
統
治
の
主

体
と
し
て
、
国
家
の
健
全
な
運
営
を
図

る
こ
と
に
自
ら
責
任
を
負
う
と
い
う
国

民
主
権
の
理
念
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
も
つ
な
が
る
も
の
で
す
。

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
内
閣
法
を

改
正
し
、
第
一
条
に
「
国
民
主
権
の
理

念
に
の
っ
と
り
」
と
い
う
文
言
を
挿
入

し
ま
し
た
。

内
閣
の
行
政
権
の
行
使
は
、
こ
れ
ま

で
も
国
民
主
権
の
理
念
に
の
っ
と
っ
て

行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
は
あ
り
ま
す

が
、
行
政
権
の
行
使
は
国
民
の
生
活
に

日
常
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
今
般
、
こ
れ
を
明
記

し
た
も
の
で
す
。ま
た
、主
権
者
で
あ
る

国
民
、
国
会
、
内
閣
総
理
大
臣
、
国
務
大

臣
と
い
う
結
び
つ
き
を
規
定
上
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
国

政
運
営
上
の
指
導
性
を
明
確
化
す
る
こ

と
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
す
﹇
図
１
﹈。

（２）
国
務
大
臣
の
数

内
閣
法
で
二
十
人
以
内
と
さ
れ
て
い

た
内
閣
総
理
大
臣
以
外
の
国
務
大
臣
の

数
に
つ
い
て
は
、「
十
四
人
以
内
と
す

る
。
た
だ
し
、
特
別
に
必
要
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
三
人
を
限
度
に
そ
の

数
を
増
加
し
、
十
七
人
以
内
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
し
ま
し
た
。

（３）
内
閣
総
理
大
臣
の
発
議
権
の
明

確
化

内
閣
法
第
四
条
第
二
項
を
改
正
し
、

内
閣
総
理
大
臣
が
、
内
閣
の
首
長
た
る

地
位
に
由
来
す
る
閣
議
主
宰
者
と
し
て

の
立
場
か
ら
、
自
ら
の
「
内
閣
の
重
要

政
策
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
」
そ
の

他
の
案
件
を
、
閣
議
に
か
け
る
こ
と
が

で
き
る
旨
を
明
確
に
定
め
ま
し
た
。

こ
こ
に
い
う
「
内
閣
の
重
要
政
策
に

関
す
る
基
本
的
な
方
針
」
の
具
体
的
な

Ⅱ
政
治
主
導
の
確
立

今
回
の
改
革
で
は
、
国
民
の
声
を
直
接
行
政
に
生
か
せ
る
よ
う

内
閣
総
理
大
臣
の
補
佐
体
制
を
強
化
し
、

政
治
主
導
の
行
政
運
営
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
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例
と
し
て
は
、

①
対
外
政
策
及
び
安
全
保
障
政
策
の
基

本
②
行
政
及
び
財
政
運
営
の
基
本

③
経
済
全
般
の
運
営
及
び
予
算
編
成
の

基
本
方
針

④
行
政
機
関
の
組
織
及
び
人
事
の
基
本

方
針

な
ど
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
改
正
に
よ
り
、
内
閣
の
首
長
で

あ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
国
政
運
営
に
お

け
る
指
導
性
が
よ
り
一
層
明
確
化
さ

れ
、
内
閣
が
、
内
閣
総
理
大
臣
の
基
本

方
針
を
共
有
し
て
、
日
本
国
憲
法
の
定

め
る
「
国
務
を
総
理
す
る
」
任
務
を
十

全
に
発
揮
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

（４）
内
閣
官
房
の
企
画
立
案
機
能
の

明
確
化

内
閣
総
理
大
臣
の
発
議
権
の
明
確
化

に
加
え
、
内
閣
の
首
長
で
あ
る
内
閣
総

理
大
臣
を
直
接
補
佐
す
る
内
閣
官
房

が
、
前
項
の
「
基
本
的
な
方
針
」
の
企

画
立
案
を
行
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
、
内
閣
法
第
十
二
条
第
二
項
を
改

正
し
、
内
閣
官
房
が
「
内
閣
の
重
要
政

策
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
」
を
企
画

立
案
す
る
こ
と
を
明
確
に
定
め
ま
し

た
。ま

た
、
内
閣
が
行
政
各
部
の
諸
施
策

の
事
後
的
な
「
調
整
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、

「
総
合
戦
略
機
能
」
を
発
揮
す
る
こ
と

の
重
要
性
の
増
大
に
伴
い
、
今
回
併
せ

て
「
基
本
的
な
方
針
」
以
外
の
事
項
に

つ
い
て
も
、
現
行
法
上
の
「
総
合
調
整
」

と
と
も
に
「
企
画
立
案
」
を
明
定
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

（５）
内
閣
官
房
副
長
官
補
等
の
特
別

職
の
新
設

内
閣
官
房
に
、
従
来
の
内
閣
内
政
審

議
室
長
、
内
閣
外
政
審
議
室
長
、
内
閣

安
全
保
障
・
危
機
管
理
室
長
、
内
閣
広

報
官
及
び
内
閣
情
報
調
査
室
長
に
代
わ

っ
て
、
内
閣
官
房
副
長
官
補
（
三
人
）、

内
閣
広
報
官
（
一
人
）
及
び
内
閣
情
報

官
（
一
人
）
を
特
別
職
と
し
て
新
設
し
、

内
閣
官
房
の
企
画
立
案
・
総
合
調
整
機

能
の
強
化
を
図
り
ま
す
﹇
図
２
﹈。

特
に
、
内
閣
官
房
副
長
官
補
に
つ
い

て
は
、
従
来
、
内
閣
内
政
審
議
室
、
内

閣
外
政
審
議
室
及
び
内
閣
安
全
保
障
・

危
機
管
理
室
が
所
掌
し
て
い
た
事
務
を

三
人
で
掌
理
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

時の動き●2001.1
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が
、
そ
の
時
々
の
情
勢
に
応
じ
た
対
応

が
可
能
と
な
る
よ
う
、
三
人
の
間
の
職

務
分
担
を
固
定
化
せ
ず
、
組
織
の
柔
軟

化
が
図
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
に
し
ま
し

た
。今

回
新
設
さ
れ
た
内
閣
官
房
副
長
官

補
、内
閣
広
報
官
及
び
内
閣
情
報
官
は
、

内
閣
総
理
大
臣
に
よ
り
直
接
選
任
さ

れ
、
内
閣
総
辞
職
の
際
は
新
内
閣
に
お

い
て
新
た
な
選
任
手
続
が
と
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

（６）
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
等
の
定

数
の
弾
力
化

内
閣
総
理
大
臣
の
職
務
を
直
接
に
補

佐
す
る
官
職
と
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣

補
佐
官
と
内
閣
総
理
大
臣
秘
書
官
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
内
閣
総
理
大
臣

補
佐
官
は
、
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
し

て
内
閣
総
理
大
臣
に
進
言
・
意
見
具
申

を
行
い
、
内
閣
総
理
大
臣
秘
書
官
は
、

内
閣
総
理
大
臣
の
機
密
に
関
す
る
事
務

な
ど
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
改
正
で
は
、
内
閣
総
理
大
臣

の
直
接
補
佐
体
制
の
整
備
の
一
環
と
し

て
、
こ
れ
ら
の
官
職
の
定
数
の
在
り
方

を
弾
力
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
、

①
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
に
つ
い
て

は
、
定
数
の
上
限
を
三
人
か
ら
五
人
に

引
き
上
げ
ま
し
た
。

②
ま
た
、
内
閣
総
理
大
臣
秘
書
官
に
つ

い
て
は
、
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
た
定

数
を
、
政
令
で
定
め
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。

（７）
内
外
か
ら
の
人
材
登
用

内
閣
官
房
に
行
政
組
織
の
内
外
か
ら

人
材
を
機
動
的
に
登
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
ま
ず
、
各
省

庁
か
ら
の
派
遣
・
出
向
先
の
固
定
化
及

び
各
省
の
定
例
的
人
事
へ
の
依
存
を
排

除
し
、
各
省
庁
か
ら
優
れ
た
人
材
の
登

用
を
図
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、

新
た
に
導
入
さ
れ
た
任
期
付
採
用
制
度

等
を
活
用
し
、
行
政
の
外
部
か
ら
、
専

門
的
な
知
識
経
験
又
は
優
れ
た
識
見
を

有
す
る
人
材
を
登
用
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

＊「
任
期
付
採
用
制
度
」
に
つ
い
て

任
期
付
採
用
制
度
は
、
行
政
の
高
度
化
、
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［図2］内閣官房の位置づけと組織のイメージ�
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副 長 官 補 �

内 閣 官 房 �
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内閣、内閣官房、内閣府、各省等の構成�

環

境

大

臣

�

国
土
交
通
大
臣�

経
済
産
業
大
臣�

農
林
水
産
大
臣�

厚
生
労
働
大
臣�

文
部
科
学
大
臣�

財

務

大

臣
�

外

務

大

臣
�

法

務

大

臣

�

総

務

大

臣

�

防

衛

庁

長

官

�

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長�

○
○
特
命
担
当
大
臣�

金
融
庁
担
当
大
臣�

沖
縄
・
北
方
担
当
大
臣�

内
閣
官
房
長
官�

内
　
閣�

内閣総理大臣�

内閣官房�

重要政策の企画立案・総合調整機能を担
当し、総理のリーダーシップを支えます。�

各　省�

政治主導の政策決定を容易にするとともに、国会で
は大臣と共に答弁の任に当たります。�

内 閣 府 �

内部部局等�

副大臣� 大臣政務官�

（注）防衛庁には、副長官及び長官政務官が置かれます。�

 内閣総理大臣補佐官�
従来の３人以内から５人以内に拡充し、
総理を強力に補佐します。�

 内部組織�
優秀なスタッフを、行政組織の内外から
登用します。�

内閣官房長官�

内閣官房副長官（３人）�

内閣危機管理監�

内閣情報官�内閣広報官�内閣官房副長官補（３人）�

新設�

経済財政、総合科学技術、防災、男女共同
参画などの分野について、企画立案・総合
調整を担当し、総理を補佐します。�

 特命担当大臣　　�
重要課題に関する大臣レベルの調整を可
能にします。�

 重要政策に関する会議�
（経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防

災会議、男女共同参画会議）�
政府内外の人材の英知を結集し、国政上
の重要事項を審議します。�

 内部部局等�
優秀なスタッフを、行政組織の内外から
登用します。�

（沖縄・北方対策担当、金融庁担当、その他）�
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多
様
化
、
国
際
化
な
ど
が
進
展
す
る
中
、

行
政
が
こ
れ
ら
の
変
化
に
的
確
に
対
応

し
て
い
く
た
め
、
専
門
的
な
知
識
経
験

又
は
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
を
任
期

を
定
め
て
一
般
職
の
国
家
公
務
員
と
し

て
採
用
し
、
必
要
な
場
合
に
は
特
別
の

俸
給
表
の
適
用
等
に
よ
り
適
切
な
処
遇

を
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
、
昨

年
法
律
に
よ
り
新
た
に
整
備
さ
れ
た
も

の
で
す
。

内
閣
府
の
新
設

（１）
内
閣
府
の
位
置
づ
け

今
回
の
中
央
省
庁
等
改
革
で
は
内
閣

機
能
の
強
化
が
重
要
な
柱
の
一
つ
で
す

が
、
こ
の
内
閣
機
能
強
化
の
一
環
と
し

て
、
内
閣
及
び
内
閣
総
理
大
臣
の
補

佐
・
支
援
体
制
を
充
実
す
る
た
め
、
新

た
に
内
閣
に
内
閣
総
理
大
臣
を
長
と

す
る
内
閣
府
を
置
く
こ
と
に
し
ま
し

た
。内

閣
府
の
詳
細
に
関
し
て
は
、「
新

府
省
の
紹
介
」
の
内
閣
府
（
36
ペ
ー
ジ
）

を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

副
大
臣
等
を
設
置
し

政
治
主
導
を
強
化

今
回
の
中
央
省
庁
等
改
革
で
大
括く
く

り

編
成
さ
れ
る
各
省
に
お
い
て
は
、
政
治

主
導
の
政
策
判
断
が
迅
速
に
行
わ
れ
る

よ
う
、
大
臣
の
政
治
的
な
政
策
判
断
を

補
佐
す
る
機
能
を
強
化
す
る
た
め
に
、

副
大
臣
と
大
臣
政
務
官
が
新
設
さ
れ
ま

し
た
。

副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
に
つ
い
て

は
、
与
党
に
お
い
て
省
庁
再
編
に
合
わ

せ
て
導
入
す
る
こ
と
な
ど
が
合
意
さ
れ

た
後
、
与
野
党
間
で
協
議
が
行
わ
れ
、

「
国
会
審
議
の
活
性
化
及
び
政
治
主
導

の
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
の
確
立
に
関
す

る
法
律
」（
議
員
立
法
）
に
よ
り
、
そ

の
創
設
が
定
め
ら
れ
、
こ
の
議
員
立
法

を
受
け
て
行
わ
れ
た
国
家
行
政
組
織
法

の
一
部
改
正
等
に
よ
り
、
そ
の
具
体
的

な
設
置
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

新
た
に
設
置
さ
れ
た
副
大
臣
は
、
大

臣
の
命
を
受
け
て
、
政
策
及
び
企
画
を

つ
か
さ
ど
り
、
い
わ
ゆ
る
ラ
イ
ン
と
し

て
大
臣
に
次
ぐ
立
場
か
ら
必
要
な
政
策

判
断
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。一
方
、

大
臣
政
務
官
は
、
大
臣
の
指
示
に
基
づ

い
て
、
特
定
の
政
策
及
び
企
画
に
参
画

し
、
大
臣
に
対
し
て
提
案
等
を
行
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
副
大
臣
、
大

臣
政
務
官
と
も
政
治
と
行
政
の
調
整
を

担
当
し
、
国
会
に
お
い
て
は
、
前
記
の

議
員
立
法
に
よ
り
大
臣
を
補
佐
す
る
た

め
委
員
会
な
ど
に
出
席
で
き
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
の
任
免
に

つ
い
て
は
、
政
務
次
官
同
様
、
大
臣
の

申
出
に
よ
り
内
閣
が
行
い
ま
す
が
、
副

大
臣
に
つ
い
て
は
、
そ
の
任
免
を
天
皇

が
認
証
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
事
務
局
）

時の動き●2001.1

新府省の副大臣等の定数�

大臣政務官の定数�副大臣の定数��

3人�3人�内閣府�

（長官政務官）2人�（副長官）1人�防衛庁�

3人�2人�総務省�

1人�1人�法務省�

3人�2人�外務省�

2人�2人�財務省�

2人�2人�文部科学省�

2人�2人�厚生労働省�

2人�2人�農林水産省�

2人�2人�経済産業省�

3人�2人�国土交通省�

1人�1人�環境省�

26人�22人�計�
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